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１．策定の目的
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１． 策定の目的
日本経済は、物価動向が高止まりの局面が続く一方、労働市場は引き続き堅調で、賃金上昇の動き

が徐々に現れてきています。企業の設備投資意欲は、コロナ禍からの回復とともに持続的な設備投資
の基盤づくりが進むものの、人口減少・生産性の伸び悩みといった課題が成⻑の足かせとなるリスク
は依然として存在します。世界経済の回復ペースや地政学リスクの影響次第では、輸出・観光、国内
需要のいずれも不確実性を抱える状況です
本町の財政状況は、平成24年度以降、実質単年度収支が9年連続で赤字となり、毎年度、財政調整

基金を取り崩しながら収支不足を補う苦しい財政運営を行ってきた結果、平成24年度には14億3,500
万円あった財政調整基金も、令和6年度末現在で4億900万円にまで減少しています。
今後の財政運営にあたっては、地域経済の回復やふるさと納税制度の存続を前提にしても、生産年

齢人口が減少していく現実を踏まえると、一般財源の大幅な増収は見込み難く、歳出面では、少子高
齢化に伴う社会保障関連経費の増加のほか、老朽化した公共施設の⻑寿命化への対応等、多くの課題
を抱えています。
財政見通しは、これまでの実績を基にした中・⻑期的なシミュレーションを行うことで、財政運営

上の課題と要因を明らかにし、公平性、公正性、透明性はもとより、持続可能な視点に立った収支構
造への転換と健全な財政規律の確保を目的に策定するものです。
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歳入の内訳（決算）

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%とはならない場合があります。

２．財政状況の現状

２． 財政状況の現状
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（1）

・令和6年度の一般会計歳入は、前年度対比で7.5%増の58.3億円となりました。
・使途が特定されない一般財源である、町税、地方交付税、各種譲与税・交付金が、歳入全体の
およそ61%を占めています。
・自主財源の根幹を成す町税は、前年度対比3.3%増の17.4億円となりました。

町税
17.4億円

29.8%

譲与税・交付金
4.6億円

7.9%

地方交付税
13.5億円

23.2%

国庫支出金
6.7億円
11.5%

府支出金
3.6億円

6.2%

繰入金
3.8億円

6.5%

繰越金
1.8億円

3.1%

使用料及び手数料
0.5億円

0.9%
町債

2.9億円
5.0%

その他収入
3.5億円

6.0%

R6年度_58.3億円

町税 譲与税・交付金 地方交付税 国庫支出金
府支出金 繰入金 繰越金 使用料及び手数料
町債 その他収入

一般会計決算（歳入）



歳出の内訳（決算）

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%とはならない場合があります。

２．財政状況の現状
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（2）

・公共事業などの投資的経費は、前年度対比で24.4%増の5.7億円となりました。

・人件費、扶助費、公債費からなる義務的経費は23.9億円で、歳出全体の42.5%を占めていま
す。

・令和6年度の一般会計歳出は、前年度対比で7.3%増の56.2億円となりました。

人件費
12.2億円
21.7%

扶助費
6.4億円
11.4%

公債費
5.3億円
9.4%普通建設事業費

5.7億円
10.1%

災害復旧事業費
0.0億円
0.0%

物件費
6.8億円
12.1%

補助費等
10.1億円
18.0%

繰出金
4.0億円
7.1%

積立金
5.5億円
9.8%

その他
0.2億円
0.4%

義務的経費
42.5%

投資的経費
10.1%

その他経費
47.4% R6年度_56.2億円
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普通建設事業費 災害復旧事業費 その他経費 物件費 補助費等
繰出金 積立金 その他

一般会計決算（歳出）



歳入内訳の推移（3）
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・歳入は年度による増減はあるものの、概ね40億円前後で推移してきましたが、大型投資的事
業の本格的な実施に伴い、平成30年度以降は50億円を超え、令和元年度と令和2年度には60億円
を上回っています。
・自主財源の根幹をなす町税は、平成20年度の17.6億円をピークに近年は15億円から16億円の
間で推移していましたが、令和4年度は14年ぶりに17億円を超えました。令和5年度はやや減収
となったものの、令和6年度は法⼈町⺠税の増収に⽀えられ、再び17億円を超えています。

２．財政状況の現状
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歳出内訳の推移（4）
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・歳出も歳入と同様、年度間の増減はあるものの、概ね40億円前後で推移してきましたが、平
成30年度からは50億円を超え、令和元年度と令和2年度は、宇治田原山手線の整備や新庁舎の建
設等の大型投資的事業の本格的な実施に伴って60億円を超えました。
・性質別にみると、平成29年度から投資的経費の割合が増え、令和元年度には全体の4割強を新
庁舎の建設等に係る投資的経費が占めています。
・平成26年度以降、3億円台に収束した公債費は、宇治田原山手線などインフラ整備に伴う起債
償還の本格化に伴って、令和元年度以降、再び増加局面に入り、令和4年度からは5億円台に突
入するなど、財政を圧迫する要因となっています。

２．財政状況の現状
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財政力指数

経常収支比率

３．主な財政指標等の推移
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（2）

３． 主な財政指標等の推移
（1）

・地方公共団体の財政基盤の強弱を示す指標で、1に近いほど自力で財源調達ができており、財
政基盤が強いとされます。
・基準財政収入額に対し、近年は基準財政需要額の伸びに見合った収入額を確保しきれず、年々
減少傾向にあります。

・税や普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源（経常一般
財源）のうち、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充当されたも
のが占める割合を示す指標です。この比率が低いほど財政の弾力性があり、社会情勢の変化に応
じた独自の政策的経費や投資的経費に使えるお金が多いことを示します。逆に100％を超える
と、基金の取崩しや土地売却等による臨時財源を経常的支出に充てている状態（綱渡りの財政運
営）を表します。
・平成26年度からは90％台が続いていましたが、令和2年度以降、80％台となっています。
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実質単年度収支

基金

３．主な財政指標等の推移
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（3）

（4）

・単年度収支から、実質的な⿊字要素（財政調整基金積立金、地方債繰上償還額）や赤字要素
（財政調整基金取崩し額）を加減したもので、当該年度における実質的な収支を表します。
・平成24年度以降、赤字が続いていましたが、令和3年度と令和4年度は⿊字化し、令和5年度以
降、再び赤字に転じました。

・町の貯金のことで、財源不足に備えるための「財政調整基金」、町債の償還（借金返済）のた
めの「減債基金」、公共施設整備などのための「特定目的基金」があります。
・平成24年度以降、単年度収支の赤字補填のために、基金の取り崩しが続いていましたが、令
和3年度以降は、減債基金などに積み立てることができたため、3年連続で基金残高は増加して
います。
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町債

公債費・実質公債費比率

３．主な財政指標等の推移
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（6）

・実質公債費比率*は、公債費の減少に伴って良化傾向にありましたが、平成30年度を境に、公
債費の増加に伴って再び悪化基調に入りました。

・町債は町の借金のことで、実質的な交付税と言われ償還費用を国が負担する「臨時財政対策
債」、減税による財源不足を補う「減税補てん債」、公共事業のための「建設事業債」がありま
す。
・令和元年度以降、庁舎建設等の大型投資的事業に係る費用の増加により、建設事業債の残高が
大きく増加しています。

（5）

4.2 4.4 4.6 4.6 4.5 4.5 4.0 3.8 3.8 3.7 3.9 3.6 4.2 4.7 4.9 5.3 5.3 5.3

12.5%12.3%11.6%11.1%10.5% 9.8% 8.7%
7.3%

6.0% 5.0% 4.5% 4.7% 5.5%
6.8% 8.0% 9.1% 9.9% 10.8%

0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(億円)

公債費 実質公債費比率

16.3 17.6 18.8 20.1 21.3 22.4 23.0 23.5 24.0 24.0 24.0 24.4 23.1 21.3 19.4
1.5 1.4 1.2 1.1 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1

22.9 21.1 19.7 19.9 19.0 19.7 19.6 20.7 24.2
39.7 43.2 43.5 44.3 43.4 43.1

40.7 40.1 39.7 41.1 41.2 42.9 43.2 44.7 48.6

64.0 67.5 68.2 67.6 64.8 62.6

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(億円) 町債現在高の推移

臨時財政対策債 減税・減収補てん債 建設事業債

* 実質公債費比率とは…地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、
その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。



府内市町村別実質公債費比率

府内市町村別将来負担比率

３．主な財政指標等の推移
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・標準財政規模に対する地方債元利償還金の割合を表す実質公債費比率を京都府内の団体間で比
較すると、府内平均（京都市を除く）を上回る数値へと悪化傾向にあります。
・実質公債費比率が18％を超えると、地方債の発行に知事の許可を要する「認可団体」とな
り、25％を超えると地方債制限団体に指定され、事実上、借金ができなくなります。

・将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合を表す将来負担比率を京都府内の団
体間で比較すると、府内平均（京都市を除く）を大きく超えています。
・宇治田原山手線整備等のインフラ整備や公共施設の⻑寿命化に係る起債の増加が見込まれる
中、従来にも増して起債発行の将来負担を考慮していく必要があります。
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中期的な財政見通し

◎推計の基本的な考え方

◎推計の期間

◎推計方法

◎項目ごとの具体的な前提条件
① 歳入の前提条件

直近の決算額及び本推計策定年度の決算見込額等を基に、一般会計を対象として今後の中期的
な財政収支見通しを推計しています。この収支見通しは、現時点で想定される条件を基に算定し
たものであり、今後の社会・経済情勢、国の税財政対策や地方財政対策の動向等によって変動し
うるものです。

また、今後の変動要因として、歳入面では、経済成⻑率、地方財政計画の動向に伴う町税収入
額や地方交付税額の増減等があります。

一方、歳出面では、地域経済、物価の変動をはじめ、社会保障制度の見直しや人事院勧告に基
づく給与改定などが大きな影響を及ぼすと考えられます。

 中期的な財政見通しの対象期間は以下の5年間とします。
 ▶ 令和8（2026）年度から令和12（2031）年度

推計にあたっては、町税、扶助費、物件費等、過去の決算の推移等を基に、係数（伸び率）を
乗じて推計しています。
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国庫支出金・府支出
金

普通建設費に係る国庫支出金、府支出金については、現行の補助率等に基づき、計画を進めて
いる事業を盛り込んで推計した。扶助費等については、これまでの決算額等を基に算入される補助
率を推計した。

分担金・負担金 過去3年間の平均値等を基に推計した。
使用料・手数料 過去3年間の平均値等を基に推計した。

４． 今後の財政見通し
（1）

普通交付税については、当年度算定の数値を基に公債費の伸びや地方税増収分を考慮し推計
した。特別交付税については、過去5年間の平均値を基に推計した。地方交付税

項目項目項目項目 前提条件前提条件前提条件前提条件

町税 前年度決算額を基準に、これまでの決算の推移を基にしながら、景気動向指数や固定資産税評
価替えなどを加味して推計した。

譲与税・交付金 当年度決算見込額を基準に、これまでの決算の推移を基にしながら推計した。地方揮発油譲与
税については、暫定税率廃止を見込んでいる。

４．今後の財政見通し



② 歳出の前提条件
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項目項目項目項目 前提条件前提条件前提条件前提条件
寄附金 過去5年間の平均値を基に、ふるさと納税制度は今後も継続する前提で推計した。

繰入金

学校教育施設（中学校体育館）や社会教育施設（総合文化センター等）の大規模改修に加
え、消防分署の改修等、施設改修に係る事業費を推計した。

庁舎建設に係る公債費の償還財源として庁舎建設基金を令和8年度まで充当し、令和9年度以
降は減債基金等を取り崩しながら公債費の増加に備える推計とした。

繰越金 令和9年度以降は繰越金0として推計した。

維持補修費 過去5年間の平均値等を基に推計した。
過去5年間の平均値等を基に物価上昇を見込んで推計した。物件費

人件費
定年延⻑及び「定員適正化計画」に基づく退職者及び採⽤者数を推計した。会計年度任⽤職
員については、当年度の決算見込額を基に昇給分、令和7年度からの地域手当見直しに伴う制
度改正分も加味して推計した。その他の報酬等については、当年度決算見込額と同程度で推計
した。

町債 普通建設事業費に係る起債については、計画額で算出し、現行の充当率により推計した。臨時財
政対策債については、国発出の地方財政収支の仮試算より0とした。

財産収入・諸収入 過去5年間の平均値を基に推計した。

項目項目項目項目 前提条件前提条件前提条件前提条件

宇治田原山手線
（街路事業）

宇治田原工業団
地線

その他

普普普普
通通通通
建建建建
設設設設
事事事事
業業業業
費費費費
公共施設等整備

４．今後の財政見通し

公債費 今後の普通建設事業に伴う起債に係る公債費を加味して推計した。

貸付金 直近の決算額と同程度で推計するものと推計した。

補助費等 水道事業会計、下水道事業会計への補助金については今後の補助金額を推計し、その他の補
助金等については、過去5年間の平均値を基に推計した。

※【 】の金額は令和8年度以降の事業費※【 】の金額は令和8年度以降の事業費※【 】の金額は令和8年度以降の事業費※【 】の金額は令和8年度以降の事業費

緑苑坂以北（緑苑坂〜滋賀県境）の⼭⼿線整備に係る事業費を推計した。【事業費0.5億円】

宇治田原山手線街路事業（京都府実施）負担分を推計した。【事業費5.3億円】

宇治田原工業団地線整備に係る事業費を推計した。【事業費4.2億円】

通常事業分として、過去5年間の平均値を基に事業費を推計するとともに、公共施設修繕分を加
味した。

扶助費 現状値を基に2.0％程度の伸び率で推計したが、今後の制度改正は加味していない。

宇治田原山手線
（緑苑坂以北）

繰出金 国⺠健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期⾼齢者医療特別会計の繰出⾦について、
それぞれ伸び率を考慮して推計した。

積立金 決算剰余金の1/2以上を財政調整基金に積み立てることを基本に推計した。その他の基金について
は、当年度決算見込額と同程度として推計した。

災害復旧事業費 過去5年間の平均値を基にして推計した。



◎令和8年度から令和12年度（5年間）までの財政見通し
歳入 （単位：百万円）

歳出 （単位：百万円）

歳入歳出差引 （単位：百万円）

※⾒通し期間（R8〜R12）の歳⼊には財政調整基⾦からの繰⼊はしないものとして推計しています。

6,023 5,760歳出計 5,621 5,825 6,020 5,910 6,041

0 0
繰出金 395 431 448 457 462 467 471
貸付金 0 0 0 0 0

9 9 9 9 9
610 613

積立金 549 435 326 300 350 400 400
公債費 531 566 575 592 598

334 234 131 161
 その他 239 175 204 254 344
 公共施設等整備 158 234 540

310 252

133 133 0
 宇治田原工業団地線 133 132 30 130 130 128
 宇治田原山手線 33 31 183 133

0

951 952
普通建設事業費 563 572 957 851 841 702 413
補助費等 1,017 1,001 953 930 950

1,402

19 19
扶助費 644 673 656 669 683 696 710
維持補修費 18 19 19 19 19
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項目項目項目項目 R6決算R6決算R6決算R6決算 R7見込R7見込R7見込R7見込 R8R8R8R8 R9R9R9R9 R10R10R10R10 R11R11R11R11 R12R12R12R12
1,416 1,429

物件費 682 833 729 704 727 753 744
人件費 1,222 1,286 1,348 1,379

422 255
歳入計 5,825 5,977 5,980 5,834 5,968 5,981 5,744
町債 290 377 722 581 532

0 0
諸収入 50 48 57 57 57 57 57
繰越金 184 167 152 0 0

400 400
繰入金 378 355 277 357 407 457 427
寄附金 287 250 250 300 350

409 412
財産収入 5 57 5 5 5 5 5
府支出金 357 414 403 402 405

44 46
国庫支出金 674 654 481 471 521 503 408
使用料・手数料 44 44 44 44 45

394 394 394
1,496 1,521

分担金・負担金 11 12 12 12 12 12 12
地方交付税 1,349 1,361 1,387 1,428 1,456

R10R10R10R10 R11R11R11R11 R12R12R12R12
町税 1,741 1,788 1,790 1,783 1,784 1,782 1,807

４．今後の財政見通し

項目項目項目項目 R6決算R6決算R6決算R6決算 R7見込R7見込R7見込R7見込 R8R8R8R8 R9R9R9R9

項目項目項目項目 R6決算R6決算R6決算R6決算 R7見込R7見込R7見込R7見込 R8R8R8R8 R9R9R9R9

譲与税・交付金 455 450 400 394

災害復旧事業費 0 9

R10R10R10R10 R11R11R11R11 R12R12R12R12
歳入 5,825 5,977 5,980 5,834 5,968 5,981 5,744
歳出 5,621 5,825 6,020 5,910 6,041 6,023 5,760
収支 204 152 △ 40 △ 76 △ 73 △ 42 △ 16



① 歳入の見通し

② 歳出の見通し

４．今後の財政見通し

・宇治田原山手線等のインフラ整備に伴い、国・府支出金や町債は、年度による変動を見込んで
います。
・町税、交付税の合計は、概ね横ばいを見込んでいます。

・投資的経費は主に宇治田原山手線、宇治田原工業団地線、公共施設の大規模改修等のインフラ
整備に係る費用を見込んでいます。
・義務的経費（人件費、扶助費、公債費）については、増加が避けられない見通しです。
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③ 収支の見通し

④ 基金の見通し

・歳入から歳出を差し引きした収支について、令和2年度で新庁舎建設事業が終了したものの、
宇治田原山手線、宇治田原工業団地線、公共施設の大規模改修等のインフラ整備が続き、起債
（町債）償還が増加する見込であることから、令和8年度以降は赤字が続く見通しです。

・中期的には赤字が継続する見込みであり、その収支不足を主に財政調整基金で補てんするた
め、基金残高は令和9年度以降、減少が続く見通しです。
・令和7年度以降、庁舎建設に係る起債（町債）償還に伴う庁舎建設基金の取り崩しや、公共施
設の改修に伴う公共施設整備基金の取り崩しを予定しているため、特定目的基金も減少する見込
みです。

４．今後の財政見通し
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⑤ 町債残高の見通し

⑥ 公債費・実質公債費比率の見通し

・臨時財政対策債は、地方財政計画等における発行抑制の方針に沿って減少する推計としていま
すが、新庁舎建設や大型道路事業の整備の影響で、建設事業債に係る町債残高は今後も高い水準
で推移する見込です。
・臨時財政対策債を除いた実質的な町債残高は漸増する見通しです。
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・公債費は新庁舎建設や大型道路事業の整備の影響で、増え続ける見込みです。
・実質公債費比率も、公債費の増加に比例して、年々上昇する見通しです。

４．今後の財政見通し
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⻑期的な財政⾒通し

◎推計の基本的な考え方

◎推計の期間

◎推計方法

① 公債費（元利償還金）の推移 （単位：百万円）
R6R6R6R6 R7R7R7R7 R8R8R8R8 R9R9R9R9 R10R10R10R10 R11R11R11R11 R12R12R12R12 R13R13R13R13 R14R14R14R14 R15R15R15R15 R16R16R16R16 R17R17R17R17 R18R18R18R18 R19R19R19R19 R20R20R20R20 R21R21R21R21 R22R22R22R22
531 566 575 592 598 610 613 595 610 596 556 516 471 430 394 361 341
206 203 202 194 191 178 169 148 133 115 96 86 70 58 46 36 26
325 363 373 398 407 432 444 447 477 481 460 430 401 372 348 325 315

R6 Ａ △ 122 △ 152 △ 156 △ 135 △ 105 △ 76 △ 47 △ 23 0 10
Ｂ (1)中期的な財政見通しに基づき推計 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

△ 22 △ 52 △ 56 △ 35 △ 5 24 53 77 100 110
409 439 476 400 327 285 269 247 195 139 104 99 123 176 253 353 463
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項目項目項目項目
元利償還金

臨時財政対策費
建設事業債等
との増減

歳入増・行革効果額

Ａ＋Ｂ財源不足額
財政調整基金残高

（2）

中期的な財政見通し【5年間】を超える部分については、今後の制度改正や事業計画の変更な
どに応じて変更が生じるリスクがあることから、起起起起債債債債にににに係係係係るるるる財財財財政政政政見見見見通通通通ししししののののみみみみをををを推推推推計計計計すすすするるるることとし
ます。

 ⻑期的な財政⾒通しの対象期間は以下の15年間とします。
 ▶ 令和8（2026）年度から令和22（2040）年度

起債額については、中期的な財政見通し期間を超える令和13年度から令和22年度までの間
に、事業計画に基づく発行予定額を加味し、通常起債分は毎年1.0億円（過去5年間の平均）を起
債する想定をしています。臨時財政対策債は地方財政計画において、新規発行を行わない方向性
が継続されたことから、新たな借り入れは行わないものとします。

また、財源不足額については、全額交付税算入される臨時財政対策債を除く公債費について、
令和6年度からの増減額で推計することとします。

なお、（仮称）宇治田原IC供用開始、宇治田原山手線整備等による新たな土地利用に伴う税
収の増加額等及び行政改革により捻出される財源を「歳入増加・行政改革効果額」として、令和
6年度に比べた効果額を推計しています。

４．今後の財政見通し



② 公債費・実質公債費比率の見通し

４．今後の財政見通し
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▼ 地方債許可制移行基準〔18.0％〕
 地方債を発行するときに知事（都道府県）の許可が必要になります。

▼ 早期健全化基準〔25.0％〕

▼ 財政再生基準〔35.0％〕
健全化判断比率のうち３指標のいずれかが財政再生基準以上となった場合、財政再生団体として国の関与を受

けながら財政の再生を図るため、①財政再生計画を策定し、議会の議決を経て速やかに公表、②財政再生計画を
総務大臣に協議し、同意を求めることができる、③同意がない場合には、災害復旧事業など一部の町債を除き、
町債の発行は不可能、④毎年度、財政再生計画の実施状況を議会に報告し、公表、⑤個別外部監査契約に基づく
監査を行う必要があります。

▼ 行政改革指標〔15.0％以下〕

健全化判断比率のうち３指標のいずれかが財政再生基準以上となった場合、財政再生団体として国の関与を受
けながら財政の再生を図るため、①財政再生計画を策定し、議会の議決を経て速やかに公表、②財政再生計画を
総務大臣に協議し、同意を求めることができる、③同意がない場合には、災害復旧事業など一部の町債を除き、
町債の発行は不可能、④毎年度、財政再生計画の実施状況を議会に報告し、公表、⑤個別外部監査契約に基づく
監査を行う必要があります。

第7次行政改革大綱実施計画（計画期間：令和5年度〜令和9年度）における指標（KPI）として、15％以下と
することを定めています。

・公債費は令和12年度にピークに達する見込みです。
・実質公債費比率も、公債費の増加に比例して上昇し、令和12年度から令和14年度には14.0％
に達する見通しです。
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③ 財政調整基金の見通し

④ 町債残高の見通し （単位：百万円）
R6R6R6R6 R7R7R7R7 R8R8R8R8 R9R9R9R9 R10R10R10R10 R11R11R11R11 R12R12R12R12 R13R13R13R13 R14R14R14R14 R15R15R15R15 R16R16R16R16 R17R17R17R17 R18R18R18R18 R19R19R19R19 R20R20R20R20 R21R21R21R21 R22R22R22R22
6,258 6,100 6,272 6,292 6,261 6,112 5,795 5,384 4,917 4,488 4,069 3,688 3,350 3,050 2,784 2,550 2,333
4,306 4,348 4,719 4,930 5,087 5,114 4,963 4,700 4,364 4,050 3,727 3,431 3,163 2,921 2,701 2,501 2,310

11 8 7 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 0
1,941 1,744 1,546 1,355 1,168 993 827 680 549 435 339 255 185 128 82 48 23

４．今後の財政見通し

項目項目項目項目

・新庁舎建設、並びに宇治田原山手線や宇治田原工業団地線などの影響で、町債残高は令和6年
度をピークとして、令和12年度頃まで総額で55億円を超える残高で推移する見込みです。
・臨時財政対策債を除いた町債残高は、令和11年度頃にピーク（51.1億円）を迎える見通しで
す。

・各年度の財源不足を財政調整基金で穴埋めするため、基金残高の減少傾向が続く見通しです。
・公債費の償還は令和16年度以降、減少局面を想定しており、基金残高は、令和18年度以降、
回復基調となる見込みです。
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臨時財政対策債

町債残高
建設事業債等
減収補てん債等
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持続可能な財政基盤の構築に向けた取組

 令和12年度：約6億1,300万円

 令和9年度：約7,600万円

 令和9年度：62億9,200万円
 （建設事業債：49億3,000万円、臨時財政対策債：13億5,500万円、減収補てん債等：700万円）

◎具体的な取組
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（3）

４．今後の財政見通し

▼ 公債費のピーク

▼ 町債残高のピーク

・新庁舎建設事業の完了や宇治田原山手線整備等の大型事業の進捗に伴い、庁舎建設基金をはじ
めとする基金は減少するなか、今後も公債費が大きく増加する見込みとなっております。

・中⻑期的な本町の財政見込における公債費は、令和10年度以降、令和12年度の6億1千万円を
ピークとして、当面の間、6億円規模で推移すると見込まれることから、非常に厳しい状況が続
くことが予想されます。

・今後の厳しい財政状況を鑑み、「第7次行政改革大綱」に基づき、危機感を持って聖域なき行
財政改革に取り組み、将来を見据えた持続可能な財政運営を行う必要があります。

▼ 財源不足のピーク

・「第7次行政改革大綱等」に定める改革事項を推進するなか、これまで正当化されていた既存
事業よりも優先順位が高ければ、既存事業を新規事業に置き換えて行うことで、現在の社会環境
や時代の要請に応じた順位へと「最適化」する、いわゆる「ビルド＆スクラップ」の手法によ
り、今後必要になる政策的経費の財源確保を行うとともに、新たな補助制度の設計にあたっては
あらかじめ制度の終期を補助制度要綱等で明示する「サンセット方式」を原則とし、徹底した施
策の重点化を進めます。

・歳入確保にあっては、自主的な政策を遂行するための余白を生み出すために、自主財源の根幹
を成す税収の拡大をめざすことはもちろんのこと、ふるさと納税による寄附受入等を推進するな
ど、あらゆる可能性を検討し、自治体自らが「稼ぐ」視点を持って、持続可能な行財政基盤を構
築するための取組を徹底することとします。

・特に、今後も大幅に増加する見込みの公債費については、将来を見据えた対策を講じるため、
平成29年度に定めた臨時財政対策債分（後年度に全額交付税措置される）を除く建設事業債の
起債残高の上限55億円を堅持することとします。



宇治田原町はSDGsの理念反映に努めます。

令和7年（2025年）12月発行
宇治田原町 企画財政課

zaisei@town.ujitawara.lg.jp


